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区　分 ２年度予算額 構成比（%） 前年度比増減
議会費 1,642

213,483
669,298
309,690
368,970
4,000

1,567,083

0.1
13.6
42.7
19.8
23.5
0.3

100.0

△ 402
35,775
△ 9,160
13,729
90,072

0
130,014

総務費
衛生費
事業費
公債費
予備費
合　計

区　分 ２年度予算額 構成比（%） 前年度比増減
分担金及び負担金 1,299,534

165,056
20,161
52,800
2,000
22,632
4,900

1,567,083

82.9
10.5
1.3
3.4
0.1
1.5
0.3

100.0

127,257
2,762

△ 4,581
△ 4,200

0
3,876
4,900

130,014

使用料及び手数料
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
組合債
合　計

区　分 ２年度予算額 構成比（%） 前年度比増減
人件費 238,186

1,465
368,970
311,651
604,717
24,228
13,858

8
4,000

1,567,083

15.2
0.1
23.5
19.9
38.6
1.5
0.9
0.0
0.3

100.0

845
185

90,072
15,690
27,934
△ 4,139
△ 572
△ 1
0

130,014

扶助費
公債費

普通建設事業費
物件費

維持補修費
補助費等
積立金
その他
合　計

　令和２年5月1日
管理者 前 川 　 光

令和２年4月1日現在

人　口 154 ,511人
世帯数 68 ,714世帯
面　積 32 .86k㎡

令和２年度一般会計予算が乙訓環境衛生組合議会令和２年第
１回定例会で可決されました。　
令和２年度一般会計予算は、法令遵守を徹底し、安全・安定
した廃棄物処理を推進するため、各施設の設備機器類の現状を
的確に把握して適切な維持補修に努めるとともに、分別収集さ
れた資源ごみから回収した資源物や、ごみ処理施設で発電した
電力の一部である余剰電力の売却による財源の確保など、廃棄
物処理の適正化と財政運営の健全化を図るため、「安全・安定
した廃棄物処理の推進」、「重要課題の取り組み」、「財源の確保」、
「経常経費の削減」を基本的事項として予算編成に取り組みま
した。

令和２年度一般会計予算は、前年度に比べ１億3,001万４千
円、9.0%増の15億6,708万３千円となりました。
歳入においては、向日市、長岡京市及び大山崎町からの市町
分担金が12億9,953万４千円と全体の約83％を占め、その他
ごみ処理施設において焼却時に発生する余熱を利用し、発電し
た電力の売却代金や、カン・ビンなどの有価物の売払代金等が
あります。
歳出においては、各処理施設の運転維持管理経費を含む物件
費が６億471万７千円と全体の約39％を占め、その他に施設
建設時などに借り入れたお金を返済する公債費、各処理施設の
補修工事を含む普通建設事業費などがあります。

　地方自治法第243条の3第1項及び乙訓環境
衛生組合財政状況の公表に関する条例の定める
ところにより、財政状況を次のとおり公表します。

対前年度比9.0　　  の増

令和２年度 循環型社会構築に向けた廃棄物適正処理予算令和２年度 循環型社会構築に向けた廃棄物適正処理予算令和２年度 循環型社会構築に向けた廃棄物適正処理予算

乙 訓 環 境 衛 生 組 合 の 財 政

令和２年度当初予算の内訳
155億億6

令和２年度当初予算の内訳
6,

令和２年度当初予算の内訳令和２年度当初予算の内訳

,708
令和２年度当初予算の内訳令和２年度当初予算の内訳
708万
令和２年度当初予算の内訳令和２年度当初予算の内訳

万3
令和２年度当初予算の内訳令和２年度当初予算の内訳

3千円 ％

このような事業にお金を
使います 主な事務事業

可燃ごみ
焼却処理事業 474,230

埋立処分事業 105,244

し尿処理事業 18,475 資源ごみ・粗大ごみ
処理事業 276,441

リサイクル啓発事業 4,873

千円

千円

千円 千円

千円

■歳　出（目的別） ■歳　入（単位：千円） （単位：千円）

■歳　出（性質別） （単位：千円）

○歳入（収入）の前年度比較
構成市町からの分担金及び負担金が約1億2,725万円増えました。
諸収入が約387万円増えました。
使用料及び手数料が約276万円増えました。

○歳出（支出）の前年度比較
平成28年度に借り入れたごみ処理施設分の元金償還が開始すること
に伴い、公債費が約9,007万円増えました。

●可燃ごみ処理計画量　約35,760トン
○ごみ処理施設の適切な管理運営を行い、効率的
　な発電・焼却処理に努めるための予算

●焼却残灰処分計画量　約6,000トン
○現有の勝竜寺埋立地を延命するため、
　焼却残灰を組合場外処分するための予算

●し尿処理計画量　約1,510キロリットル
○し尿と浄化槽汚泥の前処理、希釈調整を行い下水
　道終末処理施設へ効率的に投入するための予算

●資源ごみ・粗大ごみ処理計画量　約4,430トン
○分別収集で出された資源ごみと粗大ごみの適正
　処理により、再資源・再利用を図るための予算

○循環型社会の構築に向けた、より効率的・効果
　的な廃棄物の資源化や埋立地の延命化に向け、
　さらなる分別収集の徹底を啓発するための予算

区　分 予算現額
収　入　済　額 執行率

（%）上半期
（4月～9月）

下半期
（10月～3月） 合　計

分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
合　 計

1,172,277
174,758
21,972
73,555
33,727
26,275

1,502,564

409,268
78,270
6,878
57,000
33,727
7,110

592,253

509,130
96,624
11,390
16,555

0
19,426
653,125

918,398
174,894
18,268
73,555
33,727
26,536

1,245,378

1,608
231,793
690,500
296,376
278,898
3,389

1,502,564

1,037
86,053
282,348
38,884
139,426

0
547,748

514
137,641
325,792
50,025
139,427

0
653,399

1,551
223,694
608,140
88,909
278,853

0
1,201,147

78.3
100.1
83.1
100.0
100.0
101.0
82.9

96.5
96.5
88.1
30.0
100.0
0.0
79.9

区　分

議会費
総務費
衛生費
事業費
公債費
予備費
合 　計

予算現額
支　出　済　額 執行率

（%）上半期
（4月～9月）

下半期
（10月～3月） 合　計

令和元年度財政状況の公表 【令和２年３月31日現在】

■予算執行状況（歳入） （単位：千円） ■予算執行状況（歳出） （単位：千円）

区　分 土　地 建　物 出資金 物　品 基　金
現在高

※上記の表については、令和２年３月31日現在です。出納整理期間中の令和２年４月１日から令和２年５月31日までについては、含みません。

※物品は、乙訓環境衛生組合物品会計規則による重要物品（取得価格20万円以上）を掲載しています。
68,452.23㎡ 19,718.88㎡ 300千円 39台 90,506千円

■組合債の状況

■財産の状況

（単位：千円）

区　分 平成30年度末
現 在 高

令和元年度 令和２年3月末
現 在 高起債額 償還額

普通債 4,157,669 0 269,652 3,888,017 
合　計 4,157,669 0 269,652 3,888,017 

■一時借入金の状況
区　分 現在高
一般会計 0千円

件　　名　　（　　議　　案　　）番号 会議結果

10

11

12 乙訓環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正について 原案可決

13 令和元年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第３号）について 原案可決

原案可決

原案可決

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

乙訓環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

令和元年　第４回定例会の会議結果

※予算で定めた一時借入金の借入れの最高額は
　30,000千円である。

　令和元年12月23日に開会された乙訓環境衛生組合議会令和元年第４回定例会並びに令和２年３月25日に
開会された令和２年第１回定例会の議案及び会議結果は下表のとおりです。

番号 件　　名　　（　　議　　案　　）

1

2

3

職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について

令和元年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第4号）について

令和２年度乙訓環境衛生組合一般会計予算について

令和２年　第１回定例会の会議結果

原案可決

原案可決

原案可決

会議結果

一般廃棄物処理基本計画及び施設整備基本構想の策定等に伴い、物件
費が約2,793万円増えました。
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